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昨今，校則の見直しの動きが加速するなかで，校則の内容や必要性を理解するためには，各校則
の制定理由を理解し，子どもと学校が互いに納得していることが重要であると考える。本研究では

「小学校の校則に複数の制定理由を想定し『校則の種類』や『個人特性』が校則の制定理由に対す
る納得の程度に与える影響を検討する」ことを目的する。これにより，校則に関する学校の説明責
任を果たす一助となることに加え，各学校の校則が「社会通念上合理的と認められる範囲」である
かどうかを再考するきっかけになることを期待する。また，アンケート調査の回答を基に分析した
結果により，どの理由においても納得しにくい校則について，当該校則の必要性の再考を提案した。

Ⅰ　問題と目的
昨今，校則に対する見直しの動きが顕著になってきて

いる。文部科学省（2021a）の「令和２年度�児童生徒の
問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査結
果について」では，全国の小・中学校および高等学校に
在籍する児童生徒の内，校則等の「学校のきまり等をめ
ぐる問題」を主たる要因として2726人が不登校になって
おり，主たる要因以外に「学校のきまり等をめぐる問
題」を挙げた数も合わせると5572人に上る。このような
状況において，文部科学省（2021b）が「校則の見直し
等に関する取組事例」のなかで，昨今の報道等において
は，学校における校則の内容や校則に基づく指導に関す
る一部の事案において，必要かつ合理的な範囲を逸脱し
ている旨の指摘もなされている，として校則の見直し等
に取り組むように求めている。生徒指導提要（文部科学
省，2010）では，校則の内容は社会通念に照らして合理
的とみられる範囲内で，学校や地域の実態に応じて適切
に定められることが記されている。さらに，校則の運用
に関しては，校則の指導が真に効果を上げるために，校
則の内容や必要性について児童生徒・保護者との間に
共通理解をもつようにすることが重要であると記され
ている（文部科学省，2010）。このように，校則の見直
し等に取り組む重要性は文部科学省（2021b）よりも前
から指摘されている。また，西郷（2019）では，すべて

の校則を段階的に撤廃した公立中学校の事例が述べられ
ている。そのほか，経済産業省の「2020年度『未来の教
室』実証事業」に採択された認定NPO法人カタリバに
よる「みんなのルールメイキング」プロジェクトは，生
徒が主体となって学校の校則やルールを考え，学校や保
護者とともに対話しながら見直していく取り組みであり，
開発と全国展開が進められている（経済産業省，2021）。
さらに，日本若者協議会では，大学教員や公立中学の元
校長，現役の高校生等を委員とした「校則見直しガイド
ライン作成検討会議」を設置し「校則見直しガイドライ
ン」の公表を行っている（日本若者協議会，2021）。こ
のように校則に対する見直しの動きが加速するなかで，
校則の内容や必要性の共通理解をもつためには，各校則
が制定されている理由（以下，校則の制定理由）を理解
し，互いに納得していることが重要であると考える。そ
のため，本研究では，校則の制定理由に対する納得の程
度に着目していく。

まず，校則とは，平成18年度文部科学白書（文部科学
省，2007）によると「児童生徒が健全な学校生活を営み，
より良く成長・発達していくため，各学校の責任と判断
の下にそれぞれ定められる一定の決まり」である。また，
校則の法的根拠について，生徒指導提要（文部科学省，
2010）では，校則について定める法令の規定は特にない
としつつも，判例では，学校が教育目的を達成するため
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に必要かつ合理的範囲内において校則を制定し，児童生
徒の行動などに一定の制限を課することができ，校則を
制定する権限は，学校運営の責任者である校長にあると
されている，と示している。さらに，校則の内容につい
ては，学校の専門的，技術的な判断が尊重され，幅広い
裁量が認められるとされており，社会通念上合理的と認
められる範囲で，校長は校則などにより児童生徒を規律
する包括的な権能をもつと解されている，と示している

（文部科学省，2010）。つまり，校則について定める法令
の規定はなく，各学校の校長の責任と判断によって制定
されていることがわかる。このことは，学校や地域の実
態に応じた校則を定めるために必要な権能が保たれてい
ると考えられる一方で，校則の制定に関する明確な基準
が定められていないため，各学校間で異なる校則や学校
独自の特殊な校則も散見される。さらに，一部の校則は
ブラック校則（社会からみて明らかにおかしい校則や生
徒心得，学校独自のルール）として問題となっている例
も見受けられる（荻上・内田，2018）。

また，校則に対する納得の程度に関してもいくつか考
察されている。佐藤（2013）の高等学校での校則に対す
る調査のなかでは，「教師･親にどのような指導をされた
ら校則違反を止める事ができたか」という質問に対し
て，半数程度（48％）の学生が「校則の意味･必要性を
丁寧に説明」されることと回答している。これについて
佐藤（2013）は「納得する理由を教師･親から具体的に
説明されれば改善し，違反をしないという意思表示であ
る」と述べている。そのほか，大津（2020）では，同じ
く高等学校での校則に対する調査のなかで，校則を「あ
まり守っていなかった」「まったく守っていなかった」
と回答した人に校則を守らなかった理由（校則非遵守の
理由）を尋ねている。その理由のなかで「納得していな
かったから」の回答の割合は一番高く（55.1％），校則
を遵守するためにも校則を納得することが重要であると
考えられる。

ここで，先述の通り，校則の制定に関しては明確な基
準が定められておらず，一つの校則に対して制定理由が
複数想定できることも多いため，各校則に対して複数の
制定理由を設定し，校則の制定理由ごとの納得の程度の
違いを検討していきたいと考える。また，校則の類似し
た分類を基にして，校則の種類ごとの納得の程度の違い
も併せて検討していきたい。校則の制定に関する前提と
して，各学校の責任と判断によって校則が定められてい
るため，同じ校則であっても学校ごとに制定された理由
が異なることや，そのときに勤務している教職員（主に
校長）の考え方によって各校則の意味や必要性が変わる
ことも十分に考えられる。ゆえに，本研究では学校現場
で実際に校則が制定された当時の理由に限らず，考えら

れる多くの制定理由を想定していくこととする。ここで，
納得とは，辞書（精選版�日本国語大辞典�第二巻）によ
る定義では「他人の考え、行動などを理解して受け入れ
ること」であり，本研究ではこの定義に沿って考えてい
く。

また，校則の制定理由に対する納得の程度には，個人
特性が影響している可能性が高いと考えられるため，平
山・楠見（2004）の批判的思考態度尺度も用いて調査を
行う。批判的思考（critical�thinking）とは，Ennis（1987）
によると「信じるべきことやすべきことの決定に注目し
た，合理的で熟慮された思考」である。寺川（2020）は，
変更もしくは廃止すべきルールやブラック校則を「より
よい＝みんながある程度納得できる」ルール（校則）に
変えるために，批判的思考を身につけることが重要であ
ると述べている。これらことから，批判的思考が校則の
制定理由に対する納得の程度の判断に影響を及ぼすと考
えられるため，この尺度を選定した。

本研究では，小学校の校則（実際は校則と呼ばずに
「○○学校のきまり」，「生活のきまり」，「よいこの一日」
などと呼ばれることが多い）�（文部科学省，2010）を用
いて調査を行う。これは，日本における義務教育の初期
段階である小学校の校則が，校則に従う考え方の基礎と
なっている可能性が高いと考えるためである。

以上より，本研究の目的を「小学校の校則に複数の制
定理由を想定し『①校則の種類』や『②個人特性』が校
則の制定理由に対する納得の程度に与える影響を検討す
る」こととする。以下，「校則の種類が校則の制定理由
に対する納得の程度に与える影響の検討」を目的①，「個
人特性が校則の制定理由に対する納得の程度に与える影
響の検討」を目的②とする。このことにより，校則の制
定理由に対する納得の程度を整理し，校則に関する学校
の説明責任を果たす一助となることに加え，各学校の校
則が「社会通念上合理的と認められる範囲」であるかど
うかを再考するきっかけになることを期待する。

Ⅱ　予備調査
本研究で扱う校則は，生徒指導提要（文部科学省，

2010）の「校則の例」より「通学に関するもの」「校内
生活に関するもの」「服装、髪型に関するもの」「所持品
に関するもの」「欠席や早退等の手続き、欠席・欠課の
扱い、考査に関するもの」「校外生活に関するもの」を
参考にし，５種類20項目を取り上げた。具体的には「通
学に関するもの」として「自転車通学の禁止」「登下校
時に車での送迎禁止」「登下校中の寄り道や買い物の禁
止」「登校時間や下校時間の指定（例：7:00～8:10以外の
時間帯に登校禁止）」の４項目，「校内生活に関するも
の」として「体育科の授業時の下着着用禁止」「自分の
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クラス以外の教室への入室禁止」「天気がよい日の休み
時間は室内遊び禁止」「掃除中の私語禁止」「給食の残食
禁止」の５項目，「服装、髪型に関するもの」として「制
服の着用」「頭髪の色や長さの指定」「装飾品（アクセサ
リー類）の着用禁止」「色や柄付きのマスクの着用禁止」

「化粧の禁止」の５項目，「所持品に関するもの」として
「シャープペンシルの使用禁止」「キーホルダーやスト
ラップを付けるの禁止」「携帯電話の持ち込み禁止」「食
べ物（お菓子等）の持ち込み禁止」「置き勉（教科書等
を学校に置いたままにすること）禁止」の５項目，「校
外生活に関するもの」として「家庭でのスマートフォン
やタブレット端末、ゲーム機器等の使用制限」の１項目
を設定した。

これらの各校則の制定理由を想定するため，予備調査
を実施した。なお「欠席や早退等の手続き、欠席・欠課
の扱い、考査に関するもの」は複数の制定理由の想定が
困難であると判断したため除外した。
１．予備調査の方法
１）調査期間および調査方法
調査期間は2021年２月の約２週間であった。ソーシャ

ル・ネットワーキング・サービス（以下，SNS）等を用
いてWebアンケート（Googleフォーム）を配信し，調
査協力の依頼を行った。

なお，本調査は山口大学の倫理審査委員会（人を対象
とする一般的な研究に関する審査委員会）の承認を得た
うえで実施した（管理番号：2020-077-01）。
２）調査協力者
22名の調査協力者から有効な回答を得られた。性別は，

男性5名，女性17名であり，平均年齢は24.11歳（範囲20
～43歳，SD＝4.68，年齢未回答者２名）であった。
３）調査内容
調査フォーム内に「校則が制定されている理由として

考えられるものを自由記述で回答すること」「複数の理
由が考えられる場合は書けるだけ書くこと」「すべて小
学校の校則として考えること」を教示したうえで，それ
ぞれの校則を呈示し，回答を求めた。
２．予備調査の結果
得られた回答を基にし，心理学を専攻とする大学教員

１名と大学院生４名（筆者を含む）で協議し，校則の制
定理由を「破損・紛失の防止」「経済格差の明確化の回
避」「ルールを守る習慣の獲得」「健康・安全の確保」の
４種類に整理した。さらに，この４種類の制定理由をす
べて作成可能な校則として，20項目の内，10項目を本調
査の対象に選定した。これに伴い，校則の種類は３種類
となった。具体的には「通学に関するもの」として「自
転車通学の禁止」「自家用車での送迎禁止」「登下校時の
買い物禁止」の３項目であった。「身なりに関するもの」

として「制服の着用義務」「アクセサリー（指輪やネック
レス等）の着用禁止」「化粧の禁止」の３項目であった。

「所持品に関するもの」として「携帯電話の持ち込み禁
止」「シャープペンシルの使用禁止」「食べ物（菓子等）
の持ち込み禁止」「キーホルダーやストラップの持ち込
み禁止」の４項目であった。

Ⅲ　方法
１．調査期間および調査方法
調査期間は2021年６月の約３週間であった。調査には

Webアンケート（Googleフォーム）を用いた。メール
やSNS等を用いた配信，および心理学に関する講義の受
講生への調査協力の依頼を行った。

なお，本調査は山口大学の倫理審査委員会（人を対象
とする一般的な研究に関する審査委員会）の承認を得た
うえで実施した（管理番号：2021-014-01）。
２．調査協力者
188名の調査協力者から有効な回答を得られた。性別

は，男性56名，女性128名，回答しない２名，その他２
名であり，平均年齢は，20.46歳（範囲18～37歳，SD＝
2.84，年齢未回答者６名）であった。
３．調査内容
予備調査により選定した10項目の校則において，４種

類の制定理由に対する納得の程度を尋ねる項目を40項目
（10項目×4種類），当該校則の経験を尋ねる項目を10項
目用意した。このほか，平山・楠見（2004）の批判的思
考態度尺度の回答も求めた。

1）納得の程度を尋ねる項目
予備調査により選定および作成した10項目の校則にお

ける４種類の制定理由を用いて，それぞれの制定理由に
対する納得の程度を５件法（「１：納得できない」「２：
やや納得できない」「３：どちらとも言えない」「４：や
や納得できる」「５：納得できる」）で回答を求めた。
２）当該校則の経験を尋ねる項目
10項目の各校則に対して，小学校在学中の当該校則に

対する経験の有無について「あった」「なかった」「わか
らない」の選択肢から回答を求めた。前述の通り，校則
について定める法令の規定はなく，各学校の校長の責任
と判断によって制定されていることから，当該校則が学
校独自の特殊なものや多くの人が経験したことのない校
則ではないことを確かめるために用いた。
３）批判的思考態度尺度
４因子（「論理的思考への自覚」「探求心」「客観性」

「証拠の重視」）からなる平山・楠見（2004）の批判的思
考態度尺度を基に，本調査の特性や時代の変化に適する
ように心理学を専攻とする大学教員１名と大学院生４名

（筆者を含む）で協議し，33項目から９項目削除し24項
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目を調査に用いた。「納得の程度を尋ねる項目」および
「当該校則の経験を尋ねる項目」の回答後に「普段のあ
なたにどの程度あてはまるか」を５件法（「１：あては
まらない」「２：ややあてはまらない」「３：どちらでも
ない」「４：ややあてはまる」「５：あてはまる」）で回
答を求めた。

Ⅳ　結果
本研究では，統計分析ソフトHAD（清水，2016）お

よびANOVA4�on�the�Webを用いて分析を行った。
１．校則の種類と制定理由の関連
10項目の校則における４種類の制定理由に対する納

得の程度の得点の平均値，および校則の種類ごとに算
出した納得の程度の得点の平均値を図１～４，表１に
示す。ここで，校則の種類と制定理由の関連を調べるた
め，校則の種類（参加者内，３水準）と校則の制定理由

（参加者内，４水準）について２要因分散分析を行った。
その結果，校則の種類の主効果［F（2,�374）＝39.162,�p�<�
.001,�ηp

2＝.173］，校則の制定理由の主効果［F（3,�561）
＝76.266,�p�<� .001,�ηp

2＝.290］，交互作用［F（6,�1122）＝
10.862,�p�<�.001,�ηp

2＝.055］が認められた。単純主効果の
検定の結果，通学に関する校則［F（3,�1683）＝93.360,�p�
<� .001,�ηp

2＝.333］・身なりに関する校則［F（3,�1683）＝
37.908,�p�<� .001,�ηp

2＝.169］・所持品に関する校則［F（3,�
1683）＝48.213,�p�<�.001,�ηp

2＝.205］のそれぞれにおいて，
校則の制定理由に有意な差が認められたため，多重比較

（Ryan法）を行ったところ，通学に関する校則および所
持品に関する校則において「破損・紛失の防止」と「経
済格差の明確化の回避」以外のすべての制定理由間に有
意な差が認められた。身なりに関する校則においては，

「破損・紛失の防止」－「ルールを守る習慣の獲得」，「破
損・紛失の防止」－「健康・安全の確保」，「経済格差の
明確化の回避」－「ルールを守る習慣の獲得」，「経済格
差の明確化の回避」－「健康・安全の確保」の制定理由
間に有意な差が認められた。

さらに，校則の種類による影響を考慮するため，通学
に関する校則・身なりに関する校則・所持品に関する校
則のそれぞれにおいて，校則の種類ごとに同様の2要因
分散分析を行った。その結果，すべての校則の種類（F
値，p値および効果量は通学・身なり・所持品の順に記載）
において，校則の種類の主効果［F（2,�374）＝112.106,�p�<�
.001,�ηp

2＝.375］�［F（2,�374）＝37.418,�p�<� .001,�ηp
2＝.167］�

［F（3,�561）＝117.668,�p�<�.001,�ηp
2＝.386］，校則の制定理

由の主効果［F（3,�561）＝93.192,�p�<� .001,�ηp
2＝.333］�［F

（3,�561）＝35.839,�p�<�.001,�ηp
2＝.161］�［F（3,�561）＝51.266,�

p�<�.001,�ηp
2＝.215］，交互作用［F（6,�1122）＝48.910,�p�<�

.001,�ηp
2＝.207］�［F（6,�1122）＝69.245,�p�<�.001,�ηp

2＝.270］�

［F（9,�1683）＝38.935,�p�<� .001,�ηp
2＝.172］ が 認 め ら れ

た。この交互作用における単純主効果の検定と多重比較
（Ryan法）を行って得られた結果と，上述の校則の種類
と制定理由の分散分析の結果から，各校則と各校則の種
類に対する納得の程度に関する大小関係をまとめて表2
に示す。

図１　各校則の種類における納得の程度

図２　通学に関する校則における納得の程度

図３　身なりに関する校則における納得の程度

図４　所持品に関する校則における納得の程度
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２．校則の種類の再分類
上述の結果から，各校則に着目した際に同じ校則の種

類に分類されていても制定理由ごとの納得の程度は異な
ることが示されている。つまり，生徒指導提要（文部科
学省，2010）の「校則の例」を参考にして作成した分類

（通学に関する校則・身なりに関する校則・所持品に関
する校則）は，制定理由に対する納得の程度の観点から
は類似性を示す分類ではないことが考えられた。このこ
とから，各制定理由に対する納得の程度が類似している
校則を抽出し，校則の種類を再分類するために，10項目
の校則を用いて階層的クラスタ分析（ユークリッド距離，
ウォード法）を行った。この結果から，デンドログラム
および解釈可能性を考慮し，クラスタ数を３に決定した。
各クラスタの所属数は，第１クラスタは４，第２クラス
タは３，第３クラスタは３であった。各クラスタの所属
項目を表３，各クラスタの標準化得点と非標準化得点を
表４に示す。

次に，各クラスタが校則の制定理由に関して異なる傾
向を示すことを確認するために，クラスタ分析後の校則
の種類（参加者内，３水準）と校則の制定理由（参加者

内，４水準）について２要因分散分析を行った。その結
果，クラスタ分析後の校則の種類の主効果［F（2,�374）
＝39.162,�p�<� .001,�ηp

2＝.649］，校則の制定理由の主効果
［F（3,�561）＝76.266,�p�<�.001,�ηp

2＝.280］，交互作用［F（6,�
1122）＝10.862,�p�<�.001,�ηp

2＝.389］が認められた。

表３　各クラスタの所属項目

表２　各校則と各校則の種類に対する納得の程度に関する大小関係

表４　�各クラスタにおける納得の程度の標準化得点と
非標準化得点

表１　各校則と各校則の種類に対する納得の程度

－35－

校則の制定理由に対する納得



３．	批判的思考態度と校則の制定理由に対する納得の
程度の関連

本調査に用いた批判的思考態度尺度の24項目に対し，
探索的因子分析（最尤法，プロマックス回転）を行い，
４個の因子を抽出した。その際，因子負荷量が0.4未満
または共通性が0.3未満を基準として，８項目を削除し
た。残りの16項目において，第１因子は「論理的思考へ
の自覚」「客観性」「証拠の重視」の項目が混在しており，
思考の際に多くの準備をする態度を示す項目であったた
め「慎重」と命名した。第２因子ではすべて「論理的思
考への自覚」の項目，第３因子ではすべて「探求心」の
項目，第４因子ではすべて「客観性」の項目によって構
成されていたため，それぞれ元の因子名を採用した。因
子分析によって整理された項目とそれぞれの因子負荷量
および因子間相関を表５に示す。また，各因子のα係数
は「慎重」ではα＝.753，「論理的思考への自覚」ではα

＝.768，「探求心」ではα＝.690，「客観性」ではα＝.599
であった。

これらの４因子の得点を基にして，批判的思考態度と
校則の制定理由に対する納得の程度の関連を調べるた
め，各因子の得点と各クラスタの制定理由ごとの納得の
程度について相関分析を行った。その結果，「探求心」
と第１クラスタの「健康・安全の確保」の間に弱い正の

相関が認められた（r＝.241,�p＝.001）。そのほかの組み
合わせには相関は認められなかった。また，調査協力者
を19歳以下（n＝89）と20歳以上（n＝93）の年齢で区
切り，同様の相関分析を行った。その結果，19歳以下で
は「論理的思考への自覚」と第１クラスタの「経済格差
の明確化の回避」（r＝-.253,�p＝.017），「論理的思考への
自覚」と第３クラスタの「経済格差の明確化の回避」（r
＝-.229,�p＝.031），「客観性」と第1クラスタの「ルール
を守る習慣の獲得」（r＝-.272,�p＝.010）の間に，すべて
弱い負の相関が認められた。一方で，20歳以上では「探
求心」と第１クラスタの「健康・安全の確保」（r＝.333,�
p＝.001），「探求心」と第３クラスタの「健康・安全の
確保」（r＝.294,�p＝.004）の間に，どちらも弱い正の相
関が認められた。さらに，19歳以下と20歳以上で４因
子ごとに批判的思考態度尺度の得点をt検定により比較
したが，慎重（t（180）＝.165,�p＝.869），論理的思考への
自覚（t（180）＝.208,�p＝.835），探求心（t（75）＝1.268,�p
＝.206），客観性（t（180）＝.227,�p＝.820）のいずれにお
いても，有意な差は認められなかった。調査協力者全員

（n＝188）を対象とした相関分析の結果，および年齢別
に行った相関分析の結果を表６～８に示す。また，19歳
以下と20歳以上における批判的思考態度尺度の得点を図
５に示す。

表５　批判的思考態度尺度の因子負荷量と因子間相関（n＝188）
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４．本調査に用いた校則の経験の有無
10項目の各校則に対して，小学校在学中の当該校則に

対する経験の有無について「あった」「なかった」「わ
からない」の選択肢から回答を求めた結果を表９に示
す。「自家用車での送迎禁止」および「キーホルダーや
ストラップの持ち込み禁止」においては「あった」より
も「なかった」の回答が多かったものの，10項目すべて
の校則で当該校則の経験が「あった」との回答が得られ
た。また，この2項目については，他の校則よりは制定
されることが少ないと考えられるものの，調査協力者全
体の14％以上が「あった」と回答していることから，今

回の調査で用いた校則は学校独自の特殊な校則ではない
と考えられる。

Ⅴ　考察
本研究の目的は「小学校の校則に複数の制定理由を想

定し『①校則の種類』や『②個人特性』が校則の制定理
由に対する納得の程度に与える影響を検討する」ことで
あった。このことにより，校則の制定理由に対する納得
の程度を整理し，校則に関する学校の説明責任を果たす
一助となることに加え，各学校の校則が「社会通念上合
理的と認められる範囲」であるかどうかを再考するきっ
かけになることを期待している。
１．校則の種類と制定理由の関連
まず，校則の種類と制定理由の関連を調べるために

行った２要因分散分析の結果より，校則の種類にかかわ
らず「破損・紛失の防止」や「経済格差の明確化の回避」

表６　批判的思考態度尺度と制定理由ごとの納得の程度の相関分析（n＝188）

表７　19歳以下における批判的思考態度と納得の程度の相関分析（n＝89）

表８　20歳以上における批判的思考態度と納得の程度の相関分析（n＝93）

図５　�19歳以下と20歳以上における
批判的思考態度尺度の得点

表９　本調査に用いた校則の経験の有無（n＝188）
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よりも「ルールを守る習慣の獲得」や「健康・安全の確
保」の方が納得の程度が大きいことが示された。さらに，
通学に関する校則と所持品に関する校則においては，こ
れに加えて「ルールを守る習慣の獲得」よりも「健康・
安全の確保」の方が納得の程度が大きいことが示された。
このことから，どの校則の種類においても「ルールを守
る習慣の獲得」と「健康・安全の確保」の制定理由に納
得しやすい傾向が示された。

また，校則の種類別に行った２要因分散分析の結果か
ら，各校則において制定理由ごとの比較をすると「携帯
電話の持ち込み禁止」と「キーホルダーやストラップの
持ち込み禁止」の２つの校則を除き，最も納得しやすい
理由は「ルールを守る習慣の獲得」と「健康・安全の確
保」のいずれかであり，最も納得しにくい理由は「破損・
紛失の防止」や「経済格差の明確化の回避」のいずれか
であった。「携帯電話の持ち込み禁止」については「健
康・安全の確保」への納得の程度が高く，そのほかの
制定理由間に有意な差は認められなかった。「キーホル
ダーやストラップの持ち込み禁止」については「経済格
差の明確化の回避」への納得の程度が低く，そのほかの
制定理由間に有意な差は認められなかった。

このように，多くの校則で「ルールを守る習慣の獲
得」と「健康・安全の確保」に納得しやすく，「破損・
紛失の防止」と「経済格差の明確化の回避」に納得しに
くい結果が得られた。本調査で明らかになっていないが

「ルールを守る習慣の獲得」や「健康・安全の確保」は
実際に学校現場でも，多く用いられている説明である可
能性が考えられる。また，「破損・紛失の防止」につい
ては，今回取り上げた校則では，破損・紛失が起こりう
ると想定したが，実際には想定しにくい場面もあったよ
うに思う。特に「破損・紛失の防止」のみが最も納得し
にくい理由である「自家用車での送迎禁止」「制服の着
用義務」「食べ物（菓子等）の持ち込み禁止」について
は，自家用車や制服以外の服（私服），食べ物（菓子等）
が破損・紛失する状況が稀であると想像する可能性があ
り，校則と制定理由の組み合わせの考慮が不十分であっ
たことも考えられる。
２．校則の種類の再分類
10項目の校則の制定理由ごとの納得の程度の平均値を

基にしてクラスタ分析を行い，３つのクラスタに分類し
た。これらのクラスタは，第１クラスタと第３クラスタ
では元の分類における通学・身なり・所持品に関するす
べての種類の校則が含まれており，第２クラスタでも通
学・所持品に関する校則が含まれていることから，元の
分類とは質の異なるクラスタであると考えられる。また，
各クラスタが校則の制定理由に関して異なる傾向を示す
ことを確認するために行った分散分析においても，各要

因の主効果と交互作用が認められている。
ここで，表４から各クラスタの特徴を考えていくと，

まず第２クラスタでは標準化得点がどの制定理由におい
ても負の値を示しており，他のクラスタと比べて納得の
程度が低いことが見受けられる。また，どの制定理由で
比較しても，第１クラスタよりも第３クラスタの方が高
い得点を示しており，第２クラスタ・第１クラスタ・第
３クラスタの順に納得しやすい校則のクラスタであると
考えられる。特に，第３クラスタでは「破損・紛失の防
止」の標準化得点が他の制定理由よりも高いことについ
て，第３クラスタの校則に含まれるものはいわゆる貴重
品であり，「破損・紛失」するイメージがしやすいこと
や「破損・紛失」した際に大きな問題に発展する可能性
が高いことから，納得の程度が大きくなったと予想され
る。

納得の程度に差が生じる要因としては，先述のような
「校則と制定理由の組み合わせの考慮が不十分であった
こと」も考えられるが，どの理由においても納得しにく
い校則は「社会通念上合理的と認められる範囲」を逸脱
した校則である可能性も考慮し，当該校則の必要性を吟
味する必要があると考える。このことから，後者の要因
を主として考えると，第２クラスタに属する校則は個人
の自由として尊重されることを求める傾向があり，第3
クラスタに属する校則は集団の秩序を維持するために制
限されることを受け入れる傾向があると考えることもで
きる。
３．	批判的思考態度と校則の制定理由に対する納得の
程度の関連

批判的思考態度と校則の制定理由に対する納得の程度
の関連を調べるため，各因子の得点と各クラスタの制定
理由ごとの納得の程度について相関分析を行ったとこ
ろ，「探求心」と第１クラスタの「健康・安全の確保」
の間に弱い正の相関が認められた。また，調査協力者を
19歳以下（n＝89）と20歳以上（n＝93）の年齢で区切
り，同様の相関分析を行ったところ，19歳以下では３つ
の組み合わせですべて弱い負の相関が認められ，20歳以
上では２つの組み合わせでどちらも弱い正の相関が認め
られた。年齢別の相関分析の結果を換言すると，19歳以
下で批判的思考態度（論理的思考への自覚，客観性）の
得点が高い人ほど，一部のクラスタにおける制定理由で
納得しにくい理由が多くなり，20歳以上で批判的思考態
度（探求心）の得点が高い人ほど，一部のクラスタにお
ける制定理由で納得しやすい理由が多くなることを示し
ている。また，19歳以下と20歳以上で４因子ごとに批判
的思考態度尺度の得点を比較したが，いずれの因子にお
いても有意な差は認められなかった。このことから，異
なる批判的思考態度を示していなくても，年齢や年代の
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影響により納得の程度が異なる可能性があると考えられ
る。

このような結果となった要因について，本研究では明
らかになっていないが，年齢の影響に関しては，19歳以
下では約１年前まで高等学校等に在籍していたと考えら
れ，納得できない校則を経験していた場合にはその記憶
が鮮明であったことから，批判的思考によって納得でき
なかった校則の経験が強調された可能性が考えられる。
対して，20歳以上では高等学校等を卒業してから比較的
期間が空いており，批判的思考によって冷静に校則の制
定理由を捉えられたことで，納得しやすくなった可能性
が考えられる。また，年代の影響に関しては，例えば文
部科学省が2012年から初等中等教育段階における批判的
思考（クリティカル・シンキング）の育成に力を入れて
いることなどの変化があり，年代によって受けてきた教
育が異なり，19歳以下の方が納得できない事柄への意志
表示をする傾向がある可能性も考えられる。これら差異
が生じる要因を今後の研究で明らかにしていく必要があ
る。
４．本研究の課題と今後の展望
目的①は「校則の種類が校則の制定理由に対する納得

の程度に与える影響」を検討することであり，生徒指導
提要（文部科学省，2010）の「校則の例」を参考にし，
予備調査により校則と制定理由を選定した。本研究では，

「Ⅰ　問題と目的」で述べたように「学校現場で実際に
校則が制定された当時の理由に限らず，考えられる多く
の制定理由を想定」するために学校関係者等に限定せず
に調査を実施したことで，学校現場の意見に偏らずより
多くの制定理由を想定できている可能性が高いと考えら
れる。しかし，校則は各学校の裁量で制定することがで
きるため，すべての校則や制定理由を網羅することは非
常に困難である。時代の変化等によって，新たな校則が
制定されたり撤廃されたりすることもある。このような
ことから，予備調査の対象とした20項目以外の多くの校
則も対象として調査を行い，学校現場における校則や制
定理由の変化に応じて，学校関係者等の意見も取り入れ
ながら調査項目を精査していく必要があると考える。

本調査に関しては，小学校をすでに卒業している者を
対象として，筆者が想定した校則と制定理由を用いて質
問したため，すでに卒業している小学校における生活や
調査協力者の今の生活への影響はほとんどないと考えら
れる。そのため，呈示された校則や制定理由を具体的に
想像して回答することが困難であった可能性もある。今
後は，手厚い倫理的配慮を整備し調査協力者やその保護
者からの理解を得ることで，小学校在学中の児童や保護
者を対象とした調査の実施が可能となれば，本研究とは
異なる新たな知見が得られることも考えられる。

そのほか，予備調査と本調査の両方において，Web
アンケートを用いて調査を実施したが，制定理由の呈示
がWebアンケート上の文字だけであり，実際の学校現
場における校則に関する指導場面とは差異がある。今後
は，制定理由を呈示する際のコミュニケーション手段

（文字，音声，対面での会話等）や，制定理由を呈示す
る者（教員や保護者等）の属性の違いによって，納得の
程度の違いを検討していくことも考えられる。
５．おわりに
本研究の目的は「小学校の校則に複数の制定理由を想

定し『①校則の種類』や『②個人特性』が校則の制定理
由に対する納得の程度に与える影響を検討する」ことで
あった。目的①に関しては，「１．校則の種類と制定理
由の関連」での分散分析の結果より，今回取り上げた４
種類の制定理由に関しては，全体的な傾向として「ルー
ルを守る習慣の獲得」と「健康・安全の確保」の制定理
由に納得しやすいことが示された。また，「２．校則の
種類の再分類」でのクラスタ分析によって「校則の例」
の分類から異なる分類を示した。つまり，「校則の例」
のような「類似した状況」（通学・身なり・所持品）の
分類では，最適な制定理由の説明は難しく，制定理由に
対する納得の程度は想定される被害の「大きさ」や「発
生する可能性」に影響を受けている可能性が高いと予想
される。そのため，校則の制定理由を説明していく際に
は，「類似した状況」の分類ではなく，各校則が制定さ
れていない場合に想定される被害の「大きさ」や「発生
する可能性」に注目することが重要であると考えられる。
これらのことから，被害が小さく発生する可能性も低い
と想定される校則は「社会通念上合理的と認められる範
囲」であるかどうかを再考していく必要があると考えら
れる。本研究においては，第２クラスタ（所属項目は

「自家用車での送迎禁止」「シャープペンシルの使用禁止」
「キーホルダーやストラップの持ち込み禁止」）が最も納
得にしにくいクラスタであることから，被害が小さく発
生する可能性も低いと想定される校則であると考えられ
るが，これらの校則の被害の「大きさ」や「発生する可
能性」を今後詳細に検討していく必要がある。

次に，目的②に関しては，19歳以下で批判的思考態
度（論理的思考への自覚，客観性）の得点が高い人ほど，
一部のクラスタにおける制定理由で納得しにくい理由が
多くなり，20歳以上で批判的思考態度（探求心）の得点
が高い人ほど，一部のクラスタにおける制定理由で納得
しやすい理由が多くなることが示されたが，各因子の19
歳以下と20歳以上の得点に有意な差は認められなかった。
今後，この差異が生じる要因（年齢・年代・その他）を
明らかにしていく必要があるが，今回の結果から年齢や
年代によって批判的思考の活用の仕方が異なることが示
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唆された。文部科学省（2012）では，批判的思考の育成
が求められており，今後，批判的思考を身につけた子ど
もと大人が対話していくことが，校則に対する共通認識
をもって納得したり，校則の必要性を再考したりするこ
とにつながると考える。このように，本研究では，批判
的思考態度だけではなく年齢や年代なども含めた個人特
性が納得の程度に影響を及ぼす可能性が示された。

以上より，校則に関する学校の説明責任を果たす一助
となることについては，各校則に対する具体的な検証を
していくことが課題として残ったものの，被害の「大き
さ」や「発生する可能性」の観点から説明していくこと
が重要である可能性を示すことができた。また，各学校
の校則が「社会通念上合理的と認められる範囲」である
かどうかを再考するきっかけになることについては，校
則の制定理由を被害の「大きさ」や「発生する可能性」
の観点から捉え直すことや，批判的思考の育成等の取り
組みにより子どもと大人が対話していくことによって，
校則の必要性を再考するきっかけになる可能性を示すこ
とができた。今後の研究によって，より詳細な知見を得
られれば，学校現場への具体的な働きかけ等を行うこと
で，校則の見直しをさらに進めていくことができると考
える。正しい知見に基づいて校則の見直しを進めていく
ことで，児童生徒がより豊かな学校生活を送れるように
なることを願う。
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